
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８ 
            地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577 

平成２９年３月８日（水） 第３９６号  

ご意見は 
こちらまで 

 「河川管理上支障となる」樹木の伐採を行っていく上で、処分経費が大きな負担と
なっていることから、伐採した樹木を地域の方々に無償で提供を行い、処分コストの縮
減・資源の有効活用を図っています。 
 今回は、鶴田町内の岩木川河川敷地において伐採したヤナギ等の 
樹木について、２月2３日から申込受付を行い、先着順に軽トラック 
１台分相当を無償で提供しています。（無くなり次第終了となります） 

 

 

 

 

 処分コスト縮減・ 

   資源の有効活用へ 

伐採木の無償提供を実施！ 
伐採前 伐採後 
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